
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固

第
Ｉ
Ｘ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者

を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特

別
措
置
法

フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製

剤
に
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
混
入
し
、
多
く
の
方
々
が

感
染
す
る
と
い
う
薬
害
事
件
が
起
き
、
感
染
被
害
者
及

び
そ
の
遺
族
の
方
々
は
、
長
期
に
わ
た
り
、
肉
体
的
、

精
神
的
苦
痛
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

政
府
は
、
感
染
被
害
者
の
方
々
に
甚
大
な
被
害
が
生

じ
、
そ
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
の
責
任
を
認
め
、
感
染
被
害
者
及
び
そ
の
遺
族

の
方
々
に
心
か
ら
お
わ
び
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

今
回
の
事
件
の
反
省
を
踏
ま
え
、
命
の
尊
さ
を
再
認
識

し
、
医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
の
再
発
防
止
に
最
善
か

つ
最
大
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
、
医
薬
品
を
供
給
す
る
企
業
に
は
、
製
品

の
安
全
性
の
確
保
等
に
つ
い
て
最
善
の
努
力
を
尽
く
す

責
任
が
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
企
業

の
責
任
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
を
受
け
た
方
々
か

ら
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製

剤
の
製
造
等
を
行
っ
た
企
業
及
び
国
に
対
し
、
損
害
賠

償
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
五

つ
の
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
は
、
企
業
及
び
国

が
責
任
を
負
う
べ
き
期
間
等
に
つ
い
て
判
断
が
分
か

れ
、
現
行
法
制
の
下
で
法
的
責
任
の
存
否
を
争
う
訴
訟

に
よ
る
解
決
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
長
期
間
を

要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

一
般
に
、
血
液
製
剤
は
適
切
に
使
用
さ
れ
れ
ば
人
命

を
救
う
た
め
に
不
可
欠
の
製
剤
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ブ
リ

ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
っ
て

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
方
々
が
、
日
々
、
症

状
の
重
篤
化
に
対
す
る
不
安
を
抱
え
な
が
ら
生
活
を
営

ん
で
い
る
と
い
う
困
難
な
状
況
に
思
い
を
い
た
す
と
、

我
ら
は
、
人
道
的
観
点
か
ら
、
早
急
に
感
染
被
害
者
の

方
々
を
投
与
の
時
期
を
問
わ
ず
一
律
に
救
済
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
制

の
下
で
こ
れ
ら
の
製
剤
に
よ
る
感
染
被
害
者
の
方
々
の

一
律
救
済
の
要
請
に
こ
た
え
る
に
は
、
司
法
上
も
行
政

上
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
法
に
よ
る
解
決
を
図

る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染

者
及
び
そ
の
相
続
人
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン

製
剤
」
と
は
、
乾
燥
人
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
の
み
を
有
効

成
分
と
す
る
製
剤
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。

一
　
昭
和
三
十
九
年
六
月
九
日
、
同
年
十
月
二
十
四
日

又
は
昭
和
五
十
一
年
四
月
三
十
日
に
薬
事
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
六

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
四
年
改
正
前

の
薬
事
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤

二
　
昭
和
六
十
二
年
四
月
三
十
日
に
薬
事
法
及
び
医
薬

品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
基
金
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
平

成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤
（
ウ
イ

ル
ス
を
不
活
化
す
る
た
め
に
加
熱
処
理
の
み
を
行
っ

た
も
の
に
限
る
。
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製

剤
」
と
は
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
複
合
体
を
有

効
成
分
と
す
る
製
剤
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

い
う
。

一
　
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
二
日
又
は
昭
和
五
十
一

年
十
二
月
二
十
七
日
に
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬

事
法
第
十
四
条
第
一
項
（
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の

薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
製
剤

二
　
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
に
平
成
五
年
改
正
前

の
薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
五

年
改
正
前
の
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
た
製
剤
（
ウ
イ
ル
ス
を
不
活
化
す
る

た
め
に
加
熱
処
理
の
み
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
」
と
は
、
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定

血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
投
与
（
獲
得
性
の
傷
病
に

係
る
投
与
に
限
る
。
第
五
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
た
者
及
び
そ
の
者
の
胎
内
又
は
産
道
に
お
い
て
Ｃ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
を
い
う
。

（
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
（
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
こ

の
法
律
の
施
行
前
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
相
続
人
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
請
求
に
基
づ

き
、
医
療
、
健
康
管
理
等
に
係
る
経
済
的
負
担
を
含
む

健
康
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
と
し
て
給
付
金

を
支
給
す
る
。

２
　
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡

し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
が
そ
の
死
亡
前
に
給
付
金

の
支
給
の
請
求
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
（
特
定
Ｃ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
慢
性
Ｃ
型
肝
炎
の
進
行
に
よ

り
死
亡
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
者
の
相
続
人

は
、
自
己
の
名
で
、
そ
の
者
の
給
付
金
の
支
給
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
順
位
の

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
が
し
た

請
求
は
、
全
員
の
た
め
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と

み
な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し
た
支
給
は
、
全
員
に

対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
給
付
金
の
支
給
手
続
）

第
四
条
　
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
に
は
、
当
該
請

求
を
す
る
者
又
は
そ
の
被
相
続
人
が
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
者
が
第
六
条
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
確
定
判
決
又
は
和
解
、
調
停
そ
の
他
確
定

判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
（
当
該
訴
え
等
の

相
手
方
に
国
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
正

本
又
は
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
付
金
の
請
求
期
限
）

第
五
条
　
給
付
金
の
支
給
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
を

経
過
す
る
日
（
次
号
に
お
い
て
「
経
過
日
」
と
い

う
。
）

二
　
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固

第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
Ｃ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
を
原
因
と
す
る

損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
又
は
和
解
若
し

く
は
調
停
の
申
立
て
（
そ
の
相
手
方
に
国
が
含
ま
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
経
過
日
以
前
に
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
判
決
が
確

定
し
た
日
又
は
和
解
若
し
く
は
調
停
が
成
立
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

（
給
付
金
の
額
）

第
六
条
　
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
Ｃ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
者
　
四
千
万
円

イ
　
慢
性
Ｃ
型
肝
炎
が
進
行
し
て
、
肝
硬
変
若
し
く

は
肝
が
ん
に

り罹
患
し
、
又
は
死
亡
し
た
者

ロ
　
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
劇
症
肝
炎
（
遅
発

性
肝
不
全
を
含
む
。
）
に
罹
患
し
て
死
亡
し
た
者

二
　
慢
性
Ｃ
型
肝
炎
に
罹
患
し
た
者
　
二
千
万
円

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
千
二
百
万
円

（
追
加
給
付
金
の
支
給
）

第
七
条
　
機
構
は
、
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
特
定
Ｃ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
っ
て
、
身
体
的
状
況
が
悪

化
し
た
た
め
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
日
か
ら

起
算
し
て
二
十
年
以
内
に
新
た
に
前
条
第
一
号
又
は
第

二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
者
の

請
求
に
基
づ
き
、
医
療
、
健
康
管
理
等
に
係
る
経
済
的

負
担
を
含
む
健
康
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
と

し
て
追
加
給
付
金
を
支
給
す
る
。

２
　
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
追
加
給
付

金
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
追
加
給
付
金
の
支
給
手
続
）

第
八
条
　
追
加
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
に
は
、
特

定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
身
体
的
状
況
が
悪
化

し
た
た
め
新
た
に
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当

す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
医
師
の
診
断
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
給
付
金
の
請
求
期
限
）

第
九
条
　
追
加
給
付
金
の
支
給
の
請
求
は
、
特
定
Ｃ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
身
体
的
状
況
が
悪
化
し
た
た
め

新
た
に
第
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
給
付
金
の
額
）

第
十
条
　
追
加
給
付
金
の
額
は
、
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
感
染
者
が
新
た
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
第
六
条
第
一

号
又
は
第
二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
か
ら
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給

付
金
の
額
（
既
に
追
加
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給
付
金

の
額
と
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
追

加
給
付
金
の
額
の
合
計
額
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
損
害
賠
償
が
さ
れ
た
場
合
等
の
調
整
）

第
十
一
条
　
給
付
金
又
は
追
加
給
付
金
（
以
下
「
給
付
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

に
対
し
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
国
又
は
製
造
業
者

等
（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固

第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
つ
い
て
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬

事
法
第
十
四
条
第
一
項
（
昭
和
五
十
四
年
改
正
前
の
薬

事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
平
成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
第
十
四
条
第
一

項
（
平
成
五
年
改
正
前
の
薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を

受
け
た
者
又
は
そ
の
者
の
業
務
を
承
継
し
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
損
害
の
て
ん
補
が
さ
れ
た

1



場
合
に
お
い
て
は
、
機
構
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お

い
て
給
付
金
等
を
支
給
す
る
義
務
を
免
れ
る
。

２
　
国
又
は
製
造
業
者
等
が
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
の

責
任
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
機
構
が
こ
の
法
律
に
よ

る
給
付
金
等
を
支
給
し
た
と
き
は
、
同
一
の
事
由
に
つ

い
て
は
、
国
又
は
製
造
業
者
等
は
、
そ
の
価
額
の
限
度

に
お
い
て
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
れ
る
。

（
非
課
税
）

第
十
二
条
　
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
給
付
金
等
を
標
準

と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
十
三
条
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
給
付
金
等

の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
機
構
は
、
国
税

徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け

た
給
付
金
等
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位

は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基
金
）

第
十
四
条
　
機
構
は
、
給
付
金
等
の
支
給
及
び
こ
れ
に
附

帯
す
る
業
務
（
以
下
「
給
付
金
支
給
等
業
務
」
と
い

う
。
）
に
要
す
る
費
用
（
給
付
金
支
給
等
業
務
の
執
行

に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
充
て
る
た

め
、
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
救
済
基
金
（
次

項
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
。

２
　
基
金
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
資
金
及

び
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
拠
出

金
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
金
）

第
十
五
条
　
政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構

に
対
し
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て

る
た
め
の
資
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
と
製
造
業
者
等
と
の
協
議
）

第
十
六
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に

要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
及
び
割
合
に
つ
い
て
、
製

造
業
者
等
と
協
議
の
上
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
あ
ら
か

じ
め
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
拠
出
金
）

第
十
七
条
　
機
構
は
、
給
付
金
等
を
支
給
し
た
と
き
は
、

給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

当
該
支
給
に
つ
い
て
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

が
投
与
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
た
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ

ン
製
剤
又
は
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
係
る
製

造
業
者
等
に
、
前
条
の
基
準
に
基
づ
き
、
拠
出
金
の
拠

出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
製
造
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
拠
出
金
の
拠

出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
機
構
に
対
し
拠
出
金
を
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
八
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
付
金

等
の
支
給
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す

る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
の
納
入
医
療
機
関
の

公
表
等
）

第
二
条
　
政
府
は
、
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
又
は
特

定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
が
納
入
さ
れ
た
医
療
機
関

の
名
称
等
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
医
療
機
関
に

よ
る
当
該
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
者
の
確
認
を
促
進

し
、
当
該
製
剤
の
投
与
を
受
け
た
者
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

検
査
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
給
付
金
等
の
請
求
手
続
、
請
求
期
限
等
の
こ
の
法

律
の
内
容
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
を
図
る
も
の
と
す

る
。

（
給
付
金
等
の
請
求
期
限
の
検
討
）

第
三
条
　
給
付
金
等
の
請
求
期
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
に
お
け
る
給
付
金
等
の
支
給
の
請
求
の
状

況
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

（
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
者
に
対
す
る
支
援

等
）

第
四
条
　
政
府
は
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
者

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
肝
炎
医
療
の
提
供
体
制

の
整
備
、
肝
炎
医
療
に
係
る
研
究
の
推
進
等
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
法
律
第
九

一
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
日
法
律
第
四
五

号
）

こ
の
法
律
は
、
民
法
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
条
の
二
、
第
百
三
条
の
三
、

第
二
百
六
十
七
条
の
二
、
第
二
百
六
十
七
条
の
三
及
び

第
三
百
六
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
五
日
法
律
第

八
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
五
日
法
律
第
四
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
十
条
中
商
業
登

記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五

十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
百
二
十
五

条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
二
十
五
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
一

〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
（
特
定
フ
ィ
ブ
リ

ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ｉ
Ｘ
因
子
製
剤
に

よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

法
第
六
条
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
既
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
特
定
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
の
相
続
人
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
付
金
の
額
は
、
同
号
に

定
め
る
額
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
既
に
支
給
さ
れ

た
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と

す
る
。
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